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 【令和6年度 誘客促進強化事業 他県連携相互送客促進事業】 

「道外地方空港所在地域におけるメディアタイアップ情報発信取材費支援事業」 

に係る募集について 

 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当機構の事業活動に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当機構では、主に本道と直行便が就航している道外他県およびその周辺地域におい

て、地域所在のメディアから北海道の観光情報を独自の視点で魅力的に発信することにより、

当該地域における本道への旅行需要を喚起し、来道者数の増加を図るべく、下記のとおり企 

画提案を募集いたしますので、ご案内申し上げます。 

敬具 

記 

 

１、事業名：【令和6年度 誘客促進強化事業 他県連携相互送客促進事業】 

「道外地方空港所在地域におけるメディアタイアップ情報発信取材費支援事業」 

２、期  間：【前期】対象取材期間 ： 採択決定後    ～ 令和6年11月15日（金） 

          媒体露出期間 ：  9月上旬（予定）～ 令和6年11月29日（金） 

      【後期】対象取材期間 ： 採択決定後    ～ 令和7年 2月10日（月） 

          媒体露出期間 ： 12月上旬（予定）～ 令和7年 2月14日（金） 

３、内  容： 別紙「募集要項」を参照 

４、今後のスケジュール  

  【前期】 

（１）企画提案書提出 令和6年8月26日（月）12時まで 

（２）審査会の実施   令和6年9月 5日（木）予定 

（３）助成事業の決定  令和6年9月 6日（金）以降の予定 

【後期】 

（１）企画提案書提出 令和6年11月22日（金）12時まで 

（２）審査会の実施   令和6年11月28日（木）予定 

（３）助成事業の決定  令和6年11月29日（金）以降の予定 

５、事業説明会について 

本事業に関する事業説明会はございません。事業内容に関する質問は、個別に受け付けま

す。回答については、受付後速やかに通知します。  

６、問い合わせ先 

事業企画本部 プロモーション部  担当：髙野、金田、坂本 TEL ：011-231-0941  

E-mail：t_takano@visithkd.or.jp    y_kaneta@visithkd.or.jp 

h_sakamoto@visithkd.or.jp 
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【令和 6年度 誘客促進強化事業  他県連携相互送客促進事業】  

「道外地方空港所在地域におけるメディアタイアップ情報発信取材費支援事業」 

募集要項  

 

１  事業目的 

主に本道と直行便が就航している道外他県およびその周辺地域において、地域所

在のメディアから北海道の観光情報を独自の視点で魅力的に発信することにより、

当該地域における本道への旅行需要を喚起し、来道者数増加を図る。  

 

２ 助成対象者 

主に本道との直行便が就航している次の13県内に訴求可能な新聞、雑誌、ウェブサイ

ト、テレビ、ラジオ等の各種媒体を有するメディア事業者。 

   ※宮城県、茨城県、新潟県、富山県、石川県、長野県、静岡県、兵庫県、広島県、 

福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県   

※前記13県に所在する空港を利用する隣接県などについては、これらの県内へ訴求可

能な媒体を有するメディア事業者についても助成対象とする。 

 

３ 期  間： 【前期】対象取材期間 ： 採択決定後    ～ 令和6年11月15日（金） 

            媒体露出期間 ：  9月上旬（予定）～ 令和6年11月29日（金） 

       【後期】対象取材期間 ： 採択決定後    ～ 令和7年 2月10日（月） 

            媒体露出期間 ： 12月上旬（予定）～ 令和7年 2月14日（金） 

 

４ 助成対象経費および金額 

取材経費として航空代金、宿泊費、北海道内交通費、レンタカー代、体験取材

費、取材食材費等（但し飲食代は対象外）と取材スタッフ人件費、編集費を支援

対象とし、1企画あたりの支援額は、 500千円（税込）を上限とする。なお企画提案

は１社１提案とする。 

※取材経費の領収証は、精算時に必ず提出のこと。 

※道外在住者が北海道にて取材する経費を支援対象とする。  

※広告出稿料およびタレント、モデル等の出演費は、支援の対象外とする。 

※企画提案の広告換算価値は支援金額の2倍以上を目安とする。 

※放送電波料等は含まれません。  

 

５ 企画提案の内容、テーマ等 

次の（１）～（７）の条件を満たす北海道の特集であること。 

（１）身近で手軽に行ける北海道、何度も行きたくなる旅のイメージを想起させる企画 

（２）以下のいずれかのポイントが明確である企画。 

①市場性（ファミリー層、一人旅、女子旅層、アクティブシニア層、趣味嗜好層、 

Z世代） 

②テーマ性 

「ワインツーリズム」「ケアツーリズム」「ナイトタイムエコノミー」「アドベ 

ンチャートラベル（AT）」「ウポポイ（民族共生象徴空間）」「世界自然遺産 

知床」「北海道・北東北縄文遺跡群」「国立公園（＊１）」など） 

＊１／令和6年度に周年を迎える主な国立公園および新規国立指定公園 

     ・利尻礼文サロベツ国立公園５０周年  



・知床国立公園６０周年 

・支笏洞爺国立公園７５周年  

・大雪山国立公園９０周年  

・阿寒摩周国立公園９０周年  

・日高山脈襟裳十勝国立公園指定（6/25指定） 

③ストーリー性（アイヌ文化、歴史、人、文化など） 

  （３）紙面や誌面およびWEBやテレビ等、各メディア単体での展開のみならず、提案媒体 

のタイアップ企画等の周知・拡散を、ホームページ・WEBページ・SNS等を活用し 

た複合的な露出且つ定量測定できる企画とすること。 

  （４）効果測定について 

      本事業にて取材を行った当該記事等のPV数、SNSのリーチ数やエンゲージメン 

ト、プレゼント応募数等、事業効果の測定が可能なKPIについて目標とする数値を 

企画提案書に明記すること。 

（５）取材対象素材 

北海道内各地域の魅力をPRするため、北海道観光機構（以下、「当機構」とい 

う）で運用する以下の観光WEBサイト掲載の観光コンテンツから2箇所以上を取材

場所として取り上げること。また、札幌市以外に所在する観光地または観光施設

およびコンテンツを1カ所以上、取材対象に加えること。 

①「北海道観光公式サイト「HOKKAIDO LOVE!」 

（https://www.visit-hokkaido.jp/） 

②「北海道トラベルナビ」（https://travel-navi.visit-hokkaido.jp/） 

③「HOKKAIDO LOVE！LINE公式アカウント／キュンちゃんの取材日記」 

（https://visit-hokkaido.jp/line/diary/） 

 （６）フライト情報 

      具体的な北海道旅行の旅程をイメージできるよう、対象13県内空港と道内空港

を結ぶフライト情報を必ず盛り込み、露出すること。 

    ①直行便が運航している場合、直行便情報の掲載を優先すること。直行便の便宜が 

     良くない場合、経由フライト情報の掲載も可とする。 

    ②直行便が運航していない場合、便宜の良い経由フライト情報を掲載すること。 

（７）その他 

  ①取材に際しては、当機構事業である旨を伝えた上でアポ取り・取材を行うこと。 

②編集にあたっては、北海道観光機構ロゴ、「HOKKAIDO LOVE!」ロゴ、北海道 

観光PRキャラクター「キュンちゃん」を必ず活用すること。 

③「キュンちゃんXフォロワー10万人への道」や当機構事業であるキャンペーン情報 

等の掲載を検討すること。 

④各種ロゴ、素材は採択後、当機構から提供するので、当機構と協議の上掲載する 

こと。 

    ⑤効果測定のためWEB・SNSでの掲載にあたっては、前後期とも契約終了日の１ヵ月 

     前までに掲載を完了すること。 

 

６ 選定方法、採択数、採択決定時期 

（１）事業者選定方法と採択数 

ヒアリングは実施せず、当機構が設置する審査会において企画提案書の書

類審査を行い選定する。採択数は各県ごとに 1～ 2社程度、前期8社・後期 8社

合計16社程度を予定。同一事業者が前期と後期に応募することも可とする。 

 

  （２）選定基準 

①コンセプトの理解度 

・身近で手軽に行ける北海道、そして何度も北海道に行きたくなる旅のイメ  

https://www.visit-hokkaido.jp/
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 ージを具体的に想起させる提案であるか。  

②企画力 

・前記コンセプトを具現化する企画内容となっているか。  

・本募集要項で示した市場性、テーマ性、ストーリー性のいずれかにおい  

て、訴求ポイントが明確であり且つ特徴ある提案となっているか。  

・興味を惹く切り口、取材地域、取材スポット等が取り入れられているか。  

（３）媒体力 

・提案媒体の量（発行部数、発行エリア、 WEBの PV数、SNSのフォロワー数、

リーチ数やエンゲージメント数等）や質（対象顧客層への浸透度・継続性

等）を総合して評価する。  

（４）経済合理性 

①企画提案の広告換算価値が支援金額の 2倍以上あるか。 

②次の企画提案内容については加点評価とする。 

・閑散期の誘客や地域偏在の解消につながるテーマや企画。  

・北海道のお土産品・宿泊券プレゼント企画などの効果測定可能な内容。  

・テレビなどの放送番組や特集記事等のタイアップコンテンツの二次利用  

が可能な提案。 

（５）採択決定時期 

     審査会終了後、速やかに採否を通知する。 

 

７ 応募申請に必要な書類 

次の書類を、下記「９」記載の提出先までデータで提出すること。 

（１）企画提案書 

   次の①～⑥の内容をまとめ、PDFデータで提出すること。 

①媒体名 

②掲載時期／放送時期 

③ページ数／放送時間帯・尺等 

④取り上げる旅行のテーマ、企画内容、KPI 

⑤取材場所、取材時期、取材人数。併せて取材行程表も提示すること。 

⑥提案した企画の広告換算値（広告料金、スポット CM 料金を元に算出するこ 

と） 

   （２）媒体資料 

①媒体の概要が分かる資料（発行部数、放送エリア、読者・視聴者データなど） 

②媒体の広告料金が分かる資料 

（３）見積書 

①企画提案書とは別に作成し、代表印を捺印すること。 

②取材経費（航空代金、宿泊費、北海道内交通費、体験取材費等）および取材ス

タッフ人件費、編集費（タレント、モデル等の出演費は含まない）を明記する

こと。 

③取材人数を明記すること。 

 

８ 企画提案書提出期限 

  【前期】令和6年 8月26日（月） 12時まで 

  【後期】令和6年11月22日（金） 12時まで 



９ 提出先 

  下記formrunシステムへ期日までに必要書類をデータ化し提出すること。 

https://form.run/@hokkaido-mediapromotion 

 

10 問い合わせ先 

  事業企画本部 プロモーション部   担当：髙野、金田、坂本   

TEL  ：0 11- 23 1 -0 94 1  

  e-ｍ ail  ： t_t aka no@ vi sit hk d.o r .jp   y_kaneta@visithkd.or.jp 

h_s aka mo to@ vi sit h kd. or. jp   

     

11 採択後、媒体掲出までの手続き  

①採択通知をもって、採択確定とする。  

②取材出発前には、必ず取材行程を提示すること。  

③成果物には取材協力のクレジット表記掲載を原則とする。ただし、媒体特性等

を勘案し、協議の上認めた場合はこの限りではない。  

④クレジット表記や記載必須事項の確認のため、出版・掲載前で修正対応が可能

な段階で、必ず校正紙（誌）データを提出すること。  

 

12 事業完了後の手続き  

①取材内容の媒体掲出完了後、当機構が定める様式による完了報告書（鑑文、要

代表印）および任意の様式による報告資料を作成すること。  

②成果品（掲載媒体）現物を最低 2部提出すること。  

③報告資料には、各種広告媒体を活用した PRの詳細と合計金額およびその効果

（広告費用換算、メディア露出、 We bサイトP V数等）を明記すること。  

④ウェブサイトの成果品は、 UR L提示のみは不可とする。画像ファイルや PD Fな

どハードコピーとして掲載内容を残せる形で提出すること。  

⑤テレビ・ラジオの成果品は、 O A同録をD V Dまたは US Bにより提出すること。  

⑥完了報告書、報告資料、成果品の提出とともに請求書（経費明細書含む）を発

行すること（報告以前の日付は不可）。  

⑦振込先は会社名義の口座とし、個人口座の振込みは不可とする。  

 

13 その他留意事項 

①採択された提案内容は、当機構と協議の上で修正する場合がある。 

②企画内容に不履行が生じた際は、契約の解除、または支援内容を変更することがあ

る。また当機構はそのことによる経済的な損害はその責を免ぜられるものとする。 

③この指示書に定めるものの他、必要な事項は当機構が別に定めるものとする。  

④再委託の禁止について  

・再委託の予定がある場合は（下記Bの業務に限る）、再委託先の事業者名、住

所、金額、再委託する業務範囲を記載すること。なお、再委託を行う際に

は、予め当機構の承認を得る必要があるので留意すること。 

・当機構の承認を要する再委託の範囲は、次の区分におけるBを言う。 

A「業務の主たる部分」（業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の 

決定および技術的判断等）・・・再委託を行うことは出来ない。 

 

https://form.run/@hokkaido-mediapromotion
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B「業務の主たる部分」および「軽微な業務」を除く業務・・・再委託に際 

し、当機構の承認を要する。 

C「軽微な業務」（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、 

計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上 

等）・・・再委託に際し、当機構の承諾を要さない。 

⑤暴力団関係事業者等ではないこと。また、暴力団関係事業者等であることにより、

道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。 

 

以上 


